
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

●  ８月１３日  

１．７月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 

 

●  ９月２日  

２．６月決算法人の確定申告 

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税) 

・法人住民税> 

３．３月，６月，９月，１２月決算法人・個人事業者の３月ごとの 

期間短縮に係る確定申告 <消費税・地方消費税> 

４．法人・個人事業者の１月ごとの期間短縮に係る確定申告 

<消費税・地方消費税> 

５．１２月決算法人の中間申告 

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>（半期分） 

６．消費税の年税額が４００万円超の３月，９月，１２月決算法人 

 ・個人事業者の３月ごとの中間申告 <消費税・地方消費税> 

７．消費税の年税額が４，８００万円超の５月，６月決算法人を除く 

法人・個人事業者の１月ごとの中間申告(４月決算法人は２か月分) 

<消費税・地方消費税> 

８．個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告 

 

●  ８月中において都道府県の条例で定める日 

９．個人事業税の納付（第１期分） 
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６月１３日（木）には所員旅行へ行きました。 
今回は、お台場のチームラボボーダレスという体感型 
ミュージアムで、デジタルアートを体験しました。 
その後、東京湾を眺めながらバーベキューを味わい、

和気あいあいと楽しい時を過ごしました。 
梅雨の晴れ間で陽気がよく、とても素敵な思い出が 
できました。 

お陰様で大盛況のうちに終了いたしました。 

 
公務ご多忙の中、川口市長 奥ノ木信夫様

も駆けつけてくださいました。 

 
ご多忙中にもかかわらず、お越しいただい

た皆様、誠にありがとうございました。 
アンケートへのご協力にも、心より感謝申し

上げます。 

６月７日（金）１８時より 
川口総合文化センター リリアにて 
第１６回小林合同会計特別講演会 
を開催いたしました。 
今回は、歴史研究家としてテレビにも 

多数出演し、人気を博している 
多摩大学客員教授・早稲田大学教育学部

非常勤講師の 河合 敦 様をお迎えし、 
『改元元年 天皇の歴史から学ぶ日本史』

をテーマに、お話しいただきました。 


